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[目的] 本研究は,地域包括支援センター（以下,センター）の職員が抱える,高次脳機能障害及び精神疾

患などの支援困難事例（以下,困難事例）に対する支援の“困難さ”や”不得意感”の実態を明らかにす

ること,センターの職員が,各々の専門性をどのように発揮して困難事例に対応しているのか,職種ごと

の統括的なスキルや対応方法など,能力要素を抽出することを目的とする. 

[方法]第１研究として, 先行研究等を基に,センターの職員が感じている対応の”困難さ“や”不得意

感“に関する項目を抽出し,郵送法による自記式質問紙調査を実施した.分析は記述統計及びカイ二乗検

定を行い,有意水準 5％未満とした.第 2 研究は,A 県 B 市に設置されているセンターの職員に対し,困難

事例の対応についてお話くださる方を募集し,匿名性に配慮した上で,インタビュー法による調査を実

施した.センターの職員の語りは逐語録を作成し,困難の克服過程（行動判断,行動選択と背景要因）に

着目し,質的帰納に分析した.本研究は本大学倫理審査委員会の承認事項を遵守した. 

[結果] 第 1研究では, A県中部・西部地域に設置されているセンター (66施設/448名) の職員に対し,

センターに持ち込まれる事例の“困難さ”や“不得意感”に関する実態を調査した。調査期間は 2021年

1 月 5 日∼1 月 29 日.回答数は 206 名(回収率:45.9％)であった.回答者の専門資格は,保健師・経験のあ

る看護師 61 名(30.5％),社会福祉士 70 名(35.0％),主任ケアマネジャー50 名(22.5％),その他(介護支

援専門員等)18名(9.0%)であった.経験年数は,0~3年が 82名(41.0%),4~6年 50名(25.0％),7~9年 31名

(15.5％),10年以上 29名(14.5%)であった.事例側の要因で“困難さ”を感じている項目は「整理整頓が

できない(ゴミ屋敷を含む)」80.9％,「病識が欠如している」86.7%,「解決策（法制度や受け皿）がない」

96.2%等が確認された.支援の“不得意感”を感じている項目は「アルコール依存症に関する相談」78.9％,

「権利擁護の法的理解や学習」61.9％,「不足している社会資源の企画・創造（地域づくり）」68.7％で

あった.また,経験レベルと困難さについては,病識の欠如(ｐ＞0.000),不適切な行動への対応(ｐ＞

0.036),意欲がない方の対応(ｐ＞0.025)など有意な関連が確認された.第 2 研究では,A 県 B 市内に開設

されている 4 センターに勤務する職員 8 名（保健師・経験のある看護師:3 名,社会福祉士:3 名,主任ケ

アマネジャー:2 名）に調査を実施した.面接は,グループ・インタビュー法が 6 名,個別面接法が 2 名で

あった.語りから,センターの職員が事例に対峙する際の“待つ姿勢”や“相手の価値観を受け入れる生

活の捉え方”,対象者や関係者,他機関と“関係性を繋ぐ情報共有の仕方”など,困難事例に対応する際に

用いている能力要素が確認された.  

[考察]困難事例の“困難さ”や“不得意感”は,経験年数と関連があり,困難事例の対応は,専門資格を超

える“経験に基づくテクニック”を身に着けていく必要性が示唆された. 


